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8-7  解雇予告除外認定における認定事由 

 

 

 

解雇の予告（20条）については、次の場合は所轄労働基準監督署長の認定を受けた場

合、これを除外することができる。（同条但し書） 

1 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合（認定

基準昭和 63.3.14 基発 150 号） 

2 労働者の責に帰すべき事由がある場合（昭和 23.11.11 基発 1637 号等） 

 

「労働者の責に帰すべき事由」の運用について、通牒（昭和 23.11.11 基発 1637 号）は、

「労働者の責に帰すべき事由とは、労働者の故意、過失又はこれと同視すべき事由であ

るが、判定に当たっては、労働者の地位、職責、継続勤務年限、勤務状況等を考慮の上、

総合的に判断すべきであり、｢労働者の責に帰すべき事由｣が法第 20 条の保護を与える

必要のない程度に重大又は悪質なものであり、したがってまた使用者をしてかかる労働

者に 30 日前に解雇の予告をなさしめることが当該事由と比較して均衡を失するような

ものに限って認定すべきものである」と、その基本的方針を明らかにしている。 

 

なお、労働者の責に帰すべき事由として認定すべき事例は、図表 8-8がごとくである。 

 

 


